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(57)【要約】
【課題】周囲環境と被測定者の活動状態の少なくとも一
方の影響を軽減して長期間に渡る自動測定を可能にする
。
【解決手段】加速度測定部２１により測定される３軸加
速度データをもとに被測定者の活動状態を推定して運動
状態であるか安静状態であるかを判定し、安静状態のと
きに体温測定部２２により測定された体温の測定データ
を、同時に気温測定部２３により測定された外気温の測
定データと、予め初期設定しておいた補正値ΔＴ、ΔＴ
outと共に補正演算式（（１）式）に代入することで、
上記体温の測定データを補正し、この補正後の体温測定
データを保存するようにしている。また、上記補正され
た体温測定データのサンプリング間の変化量がしきい値
を超えた場合には、サンプリングレート制御部１６の制
御の下、体温の測定データを取り込むためのサンプリン
グレートがより高くなるように変更する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定者の所定の測定部位に装着され被測定者の体温を測定する体温測定部、及び前記
被測定者の周辺における外気温を測定する気温測定部に対し接続される体温測定装置であ
って、
　前記体温測定部から当該体温測定部により測定された前記被測定者の体温を表す情報を
、予め設定した測定時間間隔で受信する手段と、
　前記体温測定部による体温測定期間と同一期間に前記気温測定部により測定された外気
温を表す情報を受信する手段と、
　前記受信された外気温を表す情報に基づいて、前記受信された体温を表す情報を、当該
情報に含まれる外気温による前記測定部位の皮膚温度の変化分を減少させるべく補正する
補正手段と、
　前記皮膚温度の変化分が補正された体温を表す情報を記憶媒体に保存する手段と
を具備することを特徴とする体温測定装置。
【請求項２】
　被測定者の所定の測定部位に装着され被測定者の体温を測定する体温測定部、及び前記
被測定者に装着され当該被測定者の加速度を測定する加速度測定部に対し接続される体温
測定装置であって、
　前記体温測定部から当該体温測定部により測定された前記被測定者の体温を表す情報を
受信する手段と、
　前記加速度測定部から当該加速度測定部により測定された前記被測定者の加速度を表す
情報を受信する手段と、
　前記受信された加速度を表す情報に基づいて前記被測定者の活動状態を推定し、前記被
測定者が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する手段と、
　前記被測定者が安静状態にあると判定された期間に前記体温測定部により測定された体
温を表す情報を、保存対象として選択する手段と
を具備することを特徴とする体温測定装置。
【請求項３】
　前記被測定者に装着され当該被測定者の加速度を測定する加速度測定部から、前記被測
定者の加速度を表す情報を受信する手段と、
　前記受信された加速度を表す情報に基づいて前記被測定者の活動状態を推定し、前記被
測定者が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する手段と、
　前記被測定者が安静状態にあると判定された期間に前記体温測定部により測定された体
温を表す情報を、前記補正手段に対し皮膚温度変化の補正処理の対象として与える手段と
を、さらに具備することを特徴とする請求項１記載の体温測定装置。
【請求項４】
　前記測定時間間隔で受信された体温を表す情報間で体温の変化量を算出し、当該算出さ
れた体温の変化量に応じて前記測定時間間隔を可変制御する手段を、さらに具備すること
を特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載の体温測定装置。
【請求項５】
　被測定者の所定の測定部位に装着され被測定者の体温を測定する体温測定部、及び前記
被測定者の周辺における外気温を測定する気温測定部に対し接続される体温測定装置が実
行する体温測位方法であって、
　前記体温測定部から当該体温測定部により測定された前記被測定者の体温を表す情報を
、予め設定した測定時間間隔で受信する過程と、
　前記体温測定部による体温測定期間と同一期間に前記気温測定部により測定された外気
温を表す情報を受信する過程と、
　前記受信された外気温を表す情報に基づいて、前記受信された体温を表す情報を、当該
情報に含まれる外気温による前記測定部位の皮膚温度の変化分を減少させるべく補正する
過程と、
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　前記皮膚温度の変化分が補正された体温を表す情報を記憶媒体に保存する過程と
を具備することを特徴とする体温測定方法。
【請求項６】
　被測定者の所定の測定部位に装着され被測定者の体温を測定する体温測定部、及び前記
被測定者に装着され当該被測定者の加速度を測定する加速度測定部に対し接続される体温
測定装置が実行する体温測位方法であって、
　前記体温測定部から当該体温測定部により測定された前記被測定者の体温を表す情報を
受信する過程と、
　前記加速度測定部から当該加速度測定部により測定された前記被測定者の加速度を表す
情報を受信する過程と、
　前記受信された加速度を表す情報に基づいて前記被測定者の活動状態を推定し、前記被
測定者が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する過程と、
　前記被測定者が安静状態にあると判定された期間に前記体温測定部により測定された体
温を表す情報を、保存対象として選択する過程と
を具備することを特徴とする体温測定方法。
【請求項７】
　請求項１乃至４の何れかに記載の体温測定装置が具備する各手段により行われる処理を
、前記体温測定装置が具備するコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、体温を測定するための体温測定装置、方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人体の体温を測定する場合には、例えば腋下や舌下や耳内に温度センサを挿入して一定
時間測定するのが一般的である。また、血圧測定装置に温度センサを設け、血圧測定装置
を外耳に取り付けて耳内の温度を測定する手法も提案されている（例えば特許文献１を参
照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０４３２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところが、従来より行われている一般的な測定手法や特許文献１に記載された手法では
、測定中において被測定者の姿勢や活動が制限される。このため、温度センサを常時身に
付けて長期間に渡り自動的に測定し記録することが難しい。また、外気温等の周辺環境や
被測定者の活動状態が変化した場合に、その影響を排除することができない。
【０００５】
　この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、周囲環境と
被測定者の活動状態の少なくとも一方の影響を軽減して長期間に渡る自動測定を可能にし
た体温測定装置、方法及びプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するためにこの発明の第１の観点は、被測定者の所定の測定部位に装着
され被測定者の体温を測定する体温測定部、及び前記被測定者の周辺における外気温を測
定する気温測定部に対し接続される体温測定装置にあって、前記体温測定部から当該体温
測定部により測定された前記被測定者の体温を表す情報を予め設定した測定時間間隔で受
信すると共に、前記体温測定部による体温測定期間と同一期間に前記気温測定部により測
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定された外気温を表す情報を受信する。そして、前記受信された外気温を表す情報に基づ
いて、前記受信された体温を表す情報を、当該情報に含まれる外気温による前記測定部位
の皮膚温度の変化分を減少させるべく補正し、この補正された体温を表す情報を記憶媒体
に保存するようにしたものである。
【０００７】
　この発明の第２の観点は、被測定者の所定の測定部位に装着され被測定者の体温を測定
する体温測定部、及び前記被測定者に装着され当該被測定者の加速度を測定する加速度測
定部に対し接続される体温測定装置にあって、先ず前記体温測定部から当該体温測定部に
より測定された前記被測定者の体温を表す情報を受信すると共に、前記加速度測定部から
当該加速度測定部により測定された前記被測定者の加速度を表す情報を受信する。次に、
前記受信された加速度を表す情報に基づいて前記被測定者の活動状態を推定し、前記被測
定者が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する。そして、前記被測定者が安静状態
にあると判定された期間に前記体温測定部により測定された体温を表す情報を、保存対象
として選択するようにしたものである。
【０００８】
　この第２の観点で述べた各手段は、前記第１の観点で述べた各手段に追加するようにし
てもよい。
【０００９】
　この発明の第３の観点は、前記測定時間間隔で受信された体温を表す情報間で体温の変
化量を算出し、当該算出された体温の変化量に応じて前記測定時間間隔を可変制御する手
段又は過程を、さらに備えるようにしたものである。
【発明の効果】
【００１０】
　この発明の第１の観点によれば、体温測定部により測定された体温を表す情報が、当該
情報に含まれる外気温による皮膚温度の変化分が減少するように補正される。このため、
外気温による皮膚温度の変化の影響が低減され、これにより測定精度を高めることが可能
となる。
【００１１】
　この発明の第２の観点によれば、受信された加速度を表す情報をもとに被測定者の活動
状態が推定され、被測定者が運動状態にあるか安静状態にあるか判定される。そして、被
測定者が安静状態にあると判定された期間に、体温測定部により測定された体温を表す情
報が保存対象として選択される。このため、被測定者が安静状態にあると判定された期間
に測定された体温のみが保存されることになり、例えば運動による体温の上昇を病気によ
る体温の上昇と誤認識しないようにすることが可能となる。
【００１２】
　この発明の第３の観点によれば、予め設定した時間間隔で測定された体温の変化量に応
じて測定時間間隔が可変制御される。このため、例えば定常状態においては測定時間間隔
を比較的長く設定しておくことで測定情報量が抑制し、一方体温の測定値の変化量がしき
い値より増加した場合には測定時間間隔を短く変更することで体温の変化を精度良く監視
することが可能となる。
【００１３】
　すなわちこの発明の各観点によれば、周囲環境と被測定者の活動状態の少なくとも一方
の影響を軽減して長期間に渡る自動測定を可能にした体温測定装置、方法及びプログラム
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の一実施形態に係る体温測定装置とその周辺装置の構成を示すブロック
図。
【図２】人体に対する体温測定装置の装着例を示す図。
【図３】図１に示した体温測定装置による基本的な測定処理の手順と処理内容を示すフロ
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ーチャート。
【図４】図１に示した体温測定装置による具体的な測定処理の手順と処理内容を示すフロ
ーチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照してこの発明に係わる実施形態を説明する。　
　［一実施形態］
　（構成）
　図１は、この発明の一実施形態に係る体温測定装置とその周辺装置の構成を示すブロッ
ク図であり、１は体温測定装置を、２は測定ユニット、３は外部記憶装置をそれぞれ示し
ている。このうち、体温測定装置１と測定ユニット２は同一筐体に収容され、外部記憶装
置３は別に設けられる。体温測定装置１と外部記憶装置３との間は、例えばBluetooth（
登録商標）等の近距離無線通信インタフェースを介して接続される。
【００１６】
　なお、測定ユニット２は体温測定装置１と別の筐体に収容してもよく、この場合には体
温測定装置１との間をBluetooth（登録商標）等の近距離無線通信インタフェースを介し
て接続することにより測定データを体温測定装置１へ送信することができる。
【００１７】
　測定ユニット２は、加速度測定部２１と、体温測定部２２と、気温測定部２３を備えて
いる。体温測定部２２には例えば赤外線温度センサが用いられる。加速度測定部２１には
例えば３軸加速度センサが用いられる。気温測定部２３には例えばＩＣ温度センサが用い
られる。これらの測定部２１，２２，２３により測定された加速度データ、体温データ及
び外気温データは信号線を介して体温測定装置１に入力される。
【００１８】
　外部記憶装置３は、例えばＳＳＤ（Solid State Drive）等の随時書込み及び読出しが
可能な不揮発性記憶媒体を有し、体温の測定データをはじめ処理に必要な種々データを記
憶するために使用される。外部記憶装置３と体温測定装置１との間では、先に述べたよう
にBluetooth（登録商標）等の近距離無線通信インタフェースを介してデータ通信が行わ
れる。
【００１９】
　体温測定装置１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及び作業用メモリを有する制
御ユニットと、上記測定ユニット２及び外部記憶装置３との間でBluetooth（登録商標）
等の近距離無線通信インタフェースを介してデータ通信を行うための通信インタフェース
と、クロック発生部１７を備える。
【００２０】
　制御ユニット２は、この実施形態を実施するための処理機能として、活動状態判定部１
１と、体温データ取得部１２と、外気温データ取得部１３と、温度補正処理部１４と、デ
ータ記憶制御部１５と、サンプリングレート制御部１６を有している。これらの機能は、
何れも図示しないプログラムメモリに格納されたプログラムを上記ＣＰＵに実行させるこ
とにより実現される。
【００２１】
　活動状態判定部１１は、加速度測定部２１から通信インタフェースを介して３軸加速度
データを取り込み、この取り込んだ３軸加速度データをフィルタリング処理することで被
測定者の活動状態を推定する。そして、その推定値をしきい値と比較することで被測定者
が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する処理を行う。上記３軸加速度データの取
り込み周期は、クロック発生部１７から発生されるクロックをもとに、後述する体温デー
タの取り込み周期より短い値に設定される。
【００２２】
　体温データ取得部１２は、クロック発生部１７から発生されるクロックをもとに設定さ
れる周期で、体温測定部２２から通信インタフェースを介して体温の測定データを取り込
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む。そして、この取り込んだ体温の測定データに対し、上記活動状態判定部１１の判定結
果をもとに、上記体温データの測定時点における被測定者の活動状態、つまり「運動状態
」であるか「安静状態」であるかを表す情報をラベルとして付与する処理を行う。
【００２３】
　外気温データ取得部２３は、上記体温測定データの取り込みタイミングと同期して、上
記気温測定部２３から通信インタフェースを介して外気温の測定データを取り込む処理を
行う。
【００２４】
　温度補正処理部２４は以下の処理機能を有する。　
　(1) 初期設定モードにおいて、体温測定部２２により測定された温度と実際の体温との
差を補正するための補正値ΔＴを算出する処理。　
　(2) 初期設定モードにおいて、上記体温測定部２２及び気温測定部２３により、被測定
者の体温とその周辺の外気温を異なる外気温下で少なくとも２回測定し、測定された体温
の差と外気温の差をもとに外気温による温度補正値ΔＴout を算出する処理。　
　(3) 実際の体温測定モードにおいて、上記体温データ取得部１２により体温測定部２２
から取り込んだ体温の測定データのうち、「安静状態」のラベルが付されている体温測定
データを選択する。そして、この選択された体温測定データを、上記(1) 及び(2) により
算出された補正値ΔＴ，ΔＴout をもとに補正する処理。
【００２５】
　データ記憶制御部１５は、上記温度補正処理部１４により補正された温度測定データを
、測定時刻を表すタイムスタンプと関連付けたのち、通信インタフェースを介して外部記
憶装置３へ送信して記憶させる処理を行う。
【００２６】
　サンプリングレート制御部１６は、先ず上記温度補正処理部１４により補正された体温
測定データのサンプリング間における温度変化量を算出する。そして、この算出された温
度変化量をしきい値と比較し、しきい値以下であれば温度測定データの取り込み周期を比
較的長い第１の周期とし、一方しきい値を超えた場合には各測定データの取り込み周期を
第１の周期より短い第２の周期とするべく、温度測定データを取り込むためのサンプリン
グレートを可変設定する処理を行う。なお、温度測定データの取り込み周期の変更に追従
して、外気温測定データの取り込み周期も変更する。
【００２７】
　（動作）
　次に、以上のように構成された装置による体温測定動作を説明する。　
　（１）初期設定モード
　（１－１）温度測定部２２により測定された温度と実際の体温との差を補正する補正値
の設定
　先ず市販の体温計を使用して、被測定者の腋下、舌下または耳内において実体温を測定
する。そして、このときの測定温度データをＴbody0(℃)として外部記録装置３に一旦記
憶させ、通信インタフェースを使用して体温測定装置１に取り込み作業用メモリに保存す
る。なお、温度測定は測定ユニット２の体温測定部２２を用いて被測定者の腋下、舌下ま
たは耳内で行ってもよい。
【００２８】
　次に、体温測定装置１及び測定ユニット２を収容した筐体を被測定者の任意の部位に装
着し、温度を測定する。装着部位としては、例えば図２（ａ），（ｂ）に示すように、手
首又は足首等のように被測定者の通常の動きを阻害し難い部位が選ばれる。上記測定ユニ
ット２の体温測定部２２により測定された体温データは、Ｔ0(℃)として体温測定装置１
に取り込まれ、作業メモリに保存される。
【００２９】
　そして、先に腋下、舌下または耳内において測定しておいた実体温データＴbody0と、
上記装着部位において測定ユニット２により測定された体温データＴ0との差ΔＴ(℃)が
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、温度補正処理部１４において
　　　ΔＴ＝Ｔbody0－Ｔ0　
として算出され、温度補正値として作業用メモリに保存される。この温度補正値ΔＴは、
後述する実際の体温測定モードにおいて、被測定者の装着部位において測定ユニット２に
より測定された体温Ｔ(℃)に
　　　Ｔbody＝Ｔ＋ΔＴ
として加算される。Ｔbodyは補正後の体温を示す。
【００３０】
　例えば、被測定者の腋下で測定した実体温Ｔbody0が３６．５℃、図２（ａ）に例示し
たように被測定者の手首に測定ユニット２を装着して体温測定装置１により測定された手
首の温度Ｔが３４℃だったとすると、補正値ΔＴは
　　　ΔＴ＝３６．５－３４
　　　　　＝２．５℃
となる。したがって、この場合の補正後の体温Ｔbodyは、測定値Ｔ(℃)に対しＴ＋２．５
(℃)となる。　
　なお、補正精度をさらに上げるには、上記した補正値ΔＴの算出処理を複数回行い、Δ
Ｔの平均値を求めるとよい。
【００３１】
　（１－２）外気温による皮膚温度変化に対する補正値の設定
　外気温による皮膚温度変化を補正するには、体温測定部２２及び気温測定部２３により
、被測定者の体温とその周辺の外気温を異なる外気温下で少なくとも２回測定し、測定さ
れた体温の差と外気温の差をもとに外気温による温度補正値ΔＴout を算出する必要があ
る。
【００３２】
　例えば、１回目の測定により測定された被測定者の体温とその時の外気温をそれぞれＴ
out0、Ｔ0 とし、２回目の測定により測定された被測定者の体温とその時の外気温をそれ
ぞれＴout1、Ｔ1 とすると、外気温による温度補正値ΔＴoutは
　　　ΔＴout ＝（Ｔ1 －Ｔ0 ）／（Ｔout1－Ｔout0）
となる。
【００３３】
　したがって、後述する体温測定モードにおいては、この外気温の補正値ΔＴout と、先
に求めた実体温に対する補正値ΔＴをもとに、測定ユニット２の体温測定部２２により測
定された体温Ｔは、
　　　Ｔbody＝Ｔ＋ΔＴ－ΔＴout ×（Ｔout1－Ｔout0）　　　…（１）
として補正される。
【００３４】
　なお、Ｎ回（Ｎ＞２）の測定による補正を加える場合には、外気温の値の大きさ順にＴ
out0，Ｔout1，Ｔout2，…，ＴoutNとして、測定時の外気温がＴout(℃)のときＴoutに最
も近い値Ｔoutk1とその次に近い値Ｔoutk2を用いて以下のようにΔＴを求める。すなわち
、Ｔoutk1のときの測定温度をＴk1，Ｔoutk2のときの測定温度をＴk2とすると、
　　　ΔＴout ＝（Ｔk2－Ｔk1）／（Ｔoutk2－Ｔoutk1）
として算出される。
【００３５】
　（１－３）サンプリングレートの初期設定
　一般に、体温は急激に変化しないため体温測定部２２から体温測定データを取り込むと
きのサンプリングレートは小さな値に設定し、加速度測定部２１から測定データを取り込
むときのサンプリングレートは体温測定部２２のサンプリングレートよりも大きな値に設
定する。例えば、体温測定部２２のサンプリングレートを０．１Hzに設定し、加速度測定
部２１のサンプリングレートを１０Hzに設定する。
【００３６】
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　（２）実際の体温測定モード
　体温測定モードが設定されると体温測定装置１では、以下のような処理が行われる。図
３はその基本的な処理の手順と処理内容を示すフローチャートである。　
　（２－１）活動状態の判定
　体温は活動状態によって変化するため、運動時の体温と安静時の体温を区別する必要が
ある。そこで、先ず活動状態判定部１１の制御の下、加速度測定部２１から３軸加速度デ
ータを取り込み、この取り込んだ３軸加速度データをフィルタリング処理することで被測
定者の活動状態を推定する。そして、その推定値をステップＳ１１でしきい値と比較する
ことで、被測定者が運動状態にあるか安静状態にあるかを判定する。
【００３７】
　例えば、３軸加速度データの測定値ｘ，ｙ，ｚに対してディジタルハイパスフィルタを
通す処理を行うことで被測定者の活動状態を推定する。いま、時刻ｔにおける加速度測定
部２１の生データをｘ，ｙ，ｚとし、サンプリング間隔をｔｓとすると、ハイパスフィル
タを通す処理を行った値ｘ(t)，ｙ(t)，ｚ(t)は、
　　　ｘ(t)＝ｘ－（ｘ×０．１＋ｘ（ｔ－ｔｓ）×０．９）
　　　ｙ(t)＝ｙ－（ｙ×０．１＋ｙ（ｔ－ｔｓ）×０．９）
　　　ｚ(t)＝ｚ－（ｚ×０．１＋ｚ（ｔ－ｔｓ）×０．９）
となる。
【００３８】
　次に、上記ハイパスフィルタを通す処理が行われた後の３軸の加速度データｘ(t)，ｙ(
t)，ｚ(t)の絶対値の合計値を求め、この合計値を予め設定したしきい値ｋと比較して、
しきい値以上の場合にはステップＳ１４で「運動状態」と判定し、しきい値未満の場合に
はステップＳ１２において「安静状態」と判定する。
【００３９】
　さらに、「睡眠状態」を判定する場合には、睡眠状態判定用の加速度のしきい値ｋslee
pと時間のしきい値ｋsleeptimeを設定しておく。そして、上記フィリタリング処理後の３
軸加速度の値ｘ(t)，ｙ(t)，ｚ(t)の絶対値の合計が、ｋsleepより小さくかつその継続時
間がｋsleeptimeより大きい場合には、「睡眠状態」と判定する。
【００４０】
　（２－２）体温の測定
　次にステップＳ１３において、体温データ取得部１２の制御の下、体温測定部２２から
通信インタフェースを介して体温の測定データを取り込む。そして、この取り込んだ体温
の測定データに対し、上記活動状態判定部１１の判定結果をもとに、上記体温データの測
定時点における被測定者の活動状態、つまり「運動状態」であるか「安静状態」であるか
、さらには「睡眠状態」であるかを表す情報をラベルとして関連付ける。
【００４１】
　（２－３）外気温の測定
　また、それと共にステップＳ１５において、外気温データ取得部１３の制御の下、体温
測定データの取り込みタイミングと同期して、上記気温測定部２３から通信インタフェー
スを介して外気温の測定データを取り込む。
【００４２】
　（２－４）体温の補正
　続いてステップＳ１６において、温度補正処理部１４の制御の下、上記ステップＳ１３
により取得された体温測定データを、ステップＳ１５により取得された外気温測定データ
と、先に初期設定モードにおいて設定された補正値ΔＴ、ΔＴoutと共に、（１）式に代
入し、補正された体温測定データＴbodyを算出する。かくして、実体温に対する体温測定
部１２による測定値の誤差と、外気温の影響による誤差がそれぞれ補正される。この補正
された体温測定データＴbodyは、測定時刻を表すタイムスタンプが付与された状態で、体
温測定装置１内の保存用メモリに保存される。
【００４３】
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　（２－５）サンプリングレートの制御
　次に、サンプリングレート制御部１６の制御の下で、サンプリングレートの変更制御が
以下のように行われる。すなわち、先ずステップＳ１７において、上記温度補正処理部１
４により補正された体温測定データのサンプリング間における温度変化量が算出され、こ
の算出された温度変化量がしきい値と比較される。そして、この比較の結果、温度変化量
がしきい値以下であれば、体温測定用として初期設定されているサンプリングレート（例
えば０．１Hz）が維持される。これに対し、温度変化量がしきい値を超えている場合には
、ステップＳ１８において体温測定用のサンプリングレートは上記初期設定値より大きな
値に変更される。
【００４４】
　例えば、いまサンプリングレートをｓ、サンプリング間隔をｔｓ、温度測定値の変化を
判定するしきい値をｋｓ、時刻ｔにおける温度測定値をｆ(t)とすると、
　　　｜ｆ(t)－ｆ(t-ts)｜≦ｋｓ
ならば、サンプリングレートはｓのまま維持される。これに対し、
　　　｜ｆ(t)－ｆ(t-ts)｜＞ｋｓ
ならば、サンプリングレートは
　　　ｓ×（｜ｆ(t)－ｆ(t-ts)｜）／ｋｓ
に変更される。
【００４５】
　（２－６）体温測定データの記録
　最後に、データ記憶制御部１５の制御の下、ステップＳ１９により、体温測定装置１内
の保存用メモリから保存されている補正後の体温測定データが読み出され、通信インタフ
ェースを介して外部記憶装置３に向け送信される。外部記憶装置３は、上記体温測定デー
タを受信すると、この受信された体温測定データをタイムスタンプに従い時系列に並べて
記録する。なお、データ記憶制御部１５は、上記装置内の保存用メモリに保存されている
体温測定データを、一定の保存期間が経過するごとに消去する。
【００４６】
　次に、以上述べた体温測定動作のより具体的な実施例を説明する。　
　（実施例１）
　実施例１は、体温測定装置１を風邪の罹患の検知に利用する場合の例である。　
　体温は一般的に１日に０．５℃程度変動する。安静時に平熱よりも１℃以上高い場合に
は被測定者が風邪を引いている可能性があるため、その時点で被測定者にアラームなどに
より知らせることで、風邪に対する早期対応が可能となる。
【００４７】
　測定ユニット２が組み込まれた体温測定装置１は、図２（ａ）に例示したように被測定
者の手首に装着される。初期設定モードにおいては、被測定者の平熱時の体温が測定され
て装置内の作業用メモリに保存される。或いは１日の体温を平均した値が平熱として保存
される。
【００４８】
　実際の測定モードになると、体温測定装置１では以下のような処理が行われる。図４は
その処理手順と処理内容を示すフローチャートである。　
　すなわち、先ずステップＳ２１において、活動状態判定部１１の制御の下、加速度測定
部２１から３軸加速度データが取り込まれ、この取り込まれた３軸加速度データがフィル
タリング処理されて被測定者の活動状態が推定され、その推定値がしきい値と比較される
。この比較の結果、推定値がしきい値以上であれば、ステップＳ３１で「運動状態」と判
定され、処理は終了する。すなわち、運動状態においては体温の測定及び外気温の測定は
行われず、この結果装置内の保存用メモリにおけるデータ容量の増加を抑制することがで
きる。
【００４９】
　一方、上記比較の結果、推定値がしきい値未満であればステップＳ２２により「安静状
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態」と判定され、その時刻が保存される。そして、この「安静状態」が３０分以上連続し
たことが検出されると、ステップＳ２３において、体温データ取得部１２の制御の下、体
温測定部２２から被測定者の手首の皮膚温度の測定データが取り込まれる。またそれと並
行して、ステップＳ２４において外気温データ取得部１３の制御の下、気温測定部２３か
ら被測定者の周辺の気温の測定データが取り込まれる。
【００５０】
　次にステップＳ２５において、温度補正処理部１４の制御の下、上記体温の測定値が、
外気温の測定値と予め設定した補正値ΔＴ、ΔＴoutをもとに補正される。この補正処理
により、実体温に対する体温測定部１２による測定値の誤差と、外気温の影響による誤差
がそれぞれ補正される。そして、この補正後の体温測定データは装置内の保存用メモリに
保存される。
【００５１】
　続いてステップＳ２６において、上記測定された安静状態における体温が、初期設定に
おいて予め保存された平熱と比較され、平熱よりも１℃以上高いか否かが判定される。こ
の判定の結果、測定された体温が平熱よりも１℃以上高い場合には、ステップＳ２７によ
りアラートを出力する。アラートの出力方法としては、内部に振動モータを取り付け振動
で知らせる方法や、外装にＬＥＤを取り付けて光で知らせる方法が考えられる。
【００５２】
　また、上記測定された体温のサンプリング間の変化量がしきい値を超えた場合には、サ
ンプリングレート制御部１６の制御の下、ステップＳ２９において体温の測定データを取
り込むためのサンプリングレートがより高くなるように変更される。このため、それ以降
はより短い周期で体温の測定が行われる。
【００５３】
　なお、上記判定の結果、測定された体温が平熱より低いか又は高くてもその差が１℃未
満であれば、アラートを発生させずにステップＳ２８，Ｓ２９によるサンプリングレート
の制御が実行される。そして、ステップＳ３０により、上記ステップＳ２５で補正された
体温測定データが装置内の保存用メモリに一旦保存されたのち、一定期間分ごとに読み出
されて外部記憶装置３へ送信される。
【００５４】
　（実施例２）
　実施例２は、体温測定装置１を基礎体温計として使う場合の例である。　
　基礎体温は基礎代謝時の体温のことであり、寝ている時の体温を測定することが望まし
いとされている。被測定者が就寝してから起床するまでの睡眠状態の判定を加速度測定部
２１により測定される３軸加速度データをもとに行う。睡眠中の体温測定値の平均を基礎
体温とし、さらにこの基礎体温について、実体温に対する体温測定部１２による測定値の
誤差と、外気温の影響による誤差をそれぞれ補正し、この補正後の基礎体温の測定データ
を外部記憶装置３へ送信して記憶させる。このようにすることで、基礎体温を自動的に記
録することが可能となる。
【００５５】
　すなわち、この体温測定装置を利用すると、従来のように毎朝被測定者が体温を測定す
る手間を省くことができる上に、睡眠時の体温の平均値を取ることでより精度の高い基礎
体温を取得することができるようになる。また、手首や足首に装着すれば寝ている時の負
担も小さい。
【００５６】
　（実施形態の効果）
　以上詳述したようにこの実施形態では、加速度測定部２１により測定される３軸加速度
データをもとに被測定者の活動状態を推定して運動状態であるか安静状態であるかを判定
し、安静状態のときに体温測定部２２により測定された体温の測定データを、同時に気温
測定部２３により測定された外気温の測定データと、予め初期設定しておいた補正値ΔＴ
、ΔＴoutと共に補正演算式（（１）式）に代入することで、上記体温の測定データを補
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温測定データのサンプリング間の変化量がしきい値を超えた場合には、サンプリングレー
ト制御部１６の制御の下、体温の測定データを取り込むためのサンプリングレートがより
高くなるように変更するようにしている。
【００５７】
　したがって、被測定者が安静状態にあると判定された期間に測定された体温のみが保存
されることになり、例えば運動による体温の上昇を病気による体温の上昇と誤認識しない
ようにすることが可能となる。また、体温測定データに含まれる、実体温に対する体温測
定部１２による測定値の誤差と、外気温の影響による誤差が除去されるように補正される
。このため、体温の測定精度を高めることが可能となる。さらに、単位時間における体温
の変化量に応じてサンプリングレートが可変制御される。このため、例えば定常状態にお
いてはサンプリングレートを低く設定しておくことで測定データ量を抑制し、一方体温の
測定値の変化量がしきい値より増加した場合にはサンプリングレートを高くすることで体
温の変化を短い周期で精度良く監視することが可能となる。
【００５８】
　［他の実施形態］
　なお、この発明は上記実施形態に限定されるものではない。例えば、前記実施形態では
体温測定装置１と測定ユニット２を共通の筐体内に収容した場合を例にとって説明したが
、体温測定装置１及び測定ユニット２に加え外部記憶装置３も収容するようにしてもよい
。また、反対に体温測定装置１、測定ユニット２及び外部記憶装置３を全て別の筐体に収
容し、これらの間を近距離データ通信インタフェースを介して接続するようにしてもよい
。
【００５９】
　その他、体温の測定処理手順、体温測定データの補正処理手順とその処理内容、被測定
者の活動状態の判定処理手順とその処理内容、体温測定データのサンプリングレート制御
手順とその処理内容等についても、この発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施
可能である。
【００６０】
　要するにこの発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階では
その要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開
示されている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、
実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる
実施形態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００６１】
　１…体温測定装置、２…測定ユニット、３…外部記憶装置、１１…活動状態判定部、１
２…体温データ取得部、１３…外気温データ取得部、１４…温度補正処理部、１５…デー
タ記憶制御部、１６…サンプリングレート制御部、１７…クロック発生部、２１…加速度
測定部、２２…体温測定部、２３…気温測定部。
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